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文部科学省が新たなガイドラインを公表しました 

令和 4 年 12 月スポーツ庁・文化庁が「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方

等に関する総合的なガイドライン」を策定しました。これまで、そのガイドラインに沿っ

た部活動改革を推進してきたところですが、様々な課題が浮き彫りになり、国は「部活動

改革実行会議」を立ち上げて協議を重ねてきました。そして、それを受けて令和７年 12 月

に「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」を文部科学省

が公表いたしました。これは、これまでのガイドラインを見直し、部活動改革に向けた国

の基本的な考え方や具体的な取組方針等を示したものになります。 

 
≪今回の国のガイドラインの主な方針等について≫（※国のＨＰより抜粋） 

 
 今回の、国の新しいガイドラインの公表により、県においても
方向性を示した指針を令和 7 年度末までに策定の予定です。国、
県の動きを注視しながら、長崎市の実態に合った取組をこれから
も進めて参ります。基本的には、市の指針に示している推進計画

に沿って進めていくことになります。 
 また、国のガイドラインに示されているように、従来の「地域
移行」の名称を「地域展開」へ変更いたします。それに伴い、本
通信も次号から「長崎市部活動地域展開通信」に変わります。                            
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